
詳しくは、中面をご覧ください▶▶▶▶▶▶▶▶https://www.aeha-kadenrecycle.com/business/chintai-connect
■ お問い合わせ：一般財団法人家電製品協会

▼ 家庭用エアコンのリサイクルについてご不明点などございましたら、以下までお気軽にお問い合わせください。

\ あなたのところは大丈夫？ /

知らなかった、どうしたら
いいの？ どこに持っていけばよいの？誰に渡すの？ 

リサイクル料金の支払い方法は？ 

実は間違えやすい賃貸物件でのエアコン廃棄。
適正な処分方法をお知らせします。 

賃貸物件の
家庭用エアコン、
適正処分できて
いますか？ 

国土交通省から

通知文が出されました。
賃貸管理業界も適正処分をお願いします。

小売業者に該当する賃貸管理業者の皆様へ

家電リサイクル券システムとは

小売業者に該当する賃貸管理業者は、家電リサイクル券システムを活用し、小売業者としての家電リサイクル法の義務を果
たす必要があります。具体的には、家庭用エアコンの所有者からのリサイクル料金等の受領とエアコンの引取り（図➁➂）、
家電リサイクル券の写しの交付（図➃）、製造事業者等（指定引取場所）に引渡し（図➄）を実施してください。

家電リサイクル券システムとは、家電リサイクル法のもと、一般財団法人家電製品協会が家電�品目を円滑にリサイクルする
ために構築したシステムです。家電リサイクル券システムによる処分方法として、以下の�つの方法があります。

家電リサイクル券センター（RKC）に入会し、緑券（右写真）
と呼ばれる家電リサイクル券を入手した上で、オーナーか
ら家庭用エアコンを引取り（リサイクル券の写しを交付）、
指定引取場所への運搬やRKCへのリサイクル料金の支払い
などを行います。

■ 緑券を使って自ら手続き ◀ 
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■ 家電リサイクル券センター（RKC）へ入会しない場合は、郵便局でリサイクル券を入手する必要があります。

家電リサイクル券センター（RKC）に入会した上で、オー
ナーからのエアコンの引取り、指定引取場所への運搬や
RKCへのリサイクル料金の支払いなどの手配業務につい
て、管理統括業者（収集運搬会社を統括する会社）と呼ば
れる会社へ委託します。
その際に使用されるリサイクル券は黄色券と呼ばれます。
※委託した場合もリサイクル責任は小売業者に残りますのでご注意ください。
※このケースでは、管理統括業者及び収集運搬業者との契約が別途必要となります。

■ 手配業務を管理統括業者へ委託
◀ 
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　家庭用エアコンを所有している
▶家電リサイクル法のルールに則ってエアコンを処分してください。

　家庭用エアコンを調達し、
　購入費用をオーナーへ請求している

〈オーナーが所有者・排出者〉

〈賃貸管理業者が所有者・排出者〉

▶家電リサイクル法では、この行為は「小売業者」と見なされます。
   賃貸管理業者は、

・所有者からの引取り
・製造業者等（指定引取場所）への引渡し 
・リサイクル料金等の事前公表、適正額での料金徴収等
・家電リサイクル券の交付・管理・保管（３年間保存など）

以上４つの義務を果たす必要があります。

\  家庭用エアコンについて/

・ ・ ・ ・

賃貸管理業者に

法的義務が発生？！

Q&A

\ あなたはどちらのタイプ？ /

まずは診断!

小売業者って、家電量販店などのことでしょ？
賃貸管理業者は関係ないんじゃないの？ 

いいえ。家 電リサイクル法の小 売 業 者に該 当する者 は、業 種（業 態）に関 係
なく、調達販売時の役割で決まります。 
エンドユーザーに最 終 的に直 接 販 売したプレーヤーが【小 売 業 者】となり、
義務が発生します。 
調 達 販 売 時 の 役 割で小 売 業 者 の 義 務 発 生 は 決 定しており、廃 棄 時 の 役 割
は関係ありません。（後から変更もできません） 

Q.

賃 貸 物 件 のエアコンは 事 業 者 が 排 出するから業 務 用
エアコンになるんじゃないの？ 

いいえ。エアコンは「誰が排出するか」ではなく、「製品の種
類」によって家庭用か業務用かが製造段階で既に決まってい
ます。 
住宅賃貸物件に設置されているエアコンの多くは「家庭用エ
アコン」であり、その場合は家電リサイクル法の対象になりま
す。右のイラストのようなエアコンは、たとえ事務所で使われていても、廃棄するの
が法人であっても、まずは「家庭用エアコン」であるとお考えください。判断が付か
ない場合は、家電リサイクル券センター（RKC）コールセンターにお問い合わせくだ
さい。（フリーダイヤル ����-������）

Q.

廃棄物処理法さえ守っておけばいいんじゃないの？ 

いいえ。個別法があるものは個別法の内容が優先されます。家電リサイクル法、
建設リサイクル法などがその例です。 

Q.

家 電リサイクル法でのリサイクルって、具 体 的 に賃 貸
管理業者は何をしたらいいの？ 

小 売 業 者に該 当する賃 貸 管 理 業 者 は 、使 用 済 みエアコンを引 取り、家 電リ
サイクル券を発行して、メーカー等に引き渡す義務があります。
家電リサイクル券の発行方法など詳しくは次ページをご覧ください。 

Q.

【参考】「家電リサイクル法上の小売業者」について

オーナー

代金請求

オーナーの所有する物件

賃貸管理業者

小売業者

家庭用エアコンを
調達

代金支払

家電量販店、共同調達組織、
販社など

卸売業者所有者

工事業者等に
依頼して取付

代金支払

■ 家電リサイクル法上の小売業者の定義
オーナーに対して、最終的に家庭用エアコンを販売した者が、小売業者と見なされます。

■ 賃貸管理業者が小売業者に該当する場合の例
賃 貸 管 理 業 者 が、家 電 量 販 店・共 同 調 達 組 織・販 社 などから家 庭 用エアコンを調 達し、オーナー へ 代 金 請
求している場合には、賃貸管理業者が「小売業者」と見なされます。 （家電量販店、共同調達組織、販社など
は、「卸売業者」と見なされます。）


